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町田市公告式条例等の一部を改正する条例 

 （町田市公告式条例の一部改正） 

第１条 町田市公告式条例（昭和３３年２月町田市条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（条例の公布） （条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布

の旨の前文及び公布の年月日を記入して、そ

の末尾に市長が署名しなければならない。 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布

の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に

市長が署名しなければならない。 

２ 条例の公布は、次に掲げる事項を記録した

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）

を町田市のウェブサイトに掲載し、又は当該

事項を記載した書面を市役所前の掲示場に掲

示してこれを行う。 

２ 条例の公布は、市役所及び市民センター（町

田市地域センター条例（昭和５７年９月町田

市条例第３７号）第２条第１項に規定するセ

ンターをいう。）前の掲示場に掲示してこれ

を行う。 

（１）公布の旨の前文  

（２）公布の年月日  

（３）市長名  

（４）当該条例の条文  

（規則に関する準用） （規則に関する準用） 

第３条 前条の規定は、町田市規則について準

用する。 

第３条 前条の規定は、規則にこれを準用する。 

（規程の公表） （規程の公表） 

第４条 市長の定める規程（町田市規則を除

く。）を公表しようとするときは、公表の旨

の前文、公表の年月日及び市長名を記入して

市長印を押さなければならない。 

第４条 規則を除くほか、市長の定める規程を

公表しようとするときは、公表の旨の前文、

年月日及び市長名を記入して市長印を押さな

ければならない。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規定による

規程の公表について準用する。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規程にこれ

を準用する。 

（その他の規則及び規程の公表） （その他の規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は、市の機関（市長及び

町田市教育委員会を除く。次項において同

第５条 第２条の規定は、議会の会議規則、傍

聴人取締規則その他市の機関の定める規則で
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じ。）の定める規則で公表を要するものにつ

いて準用する。この場合において、第２条第

１項中「市長」とあるのは「当該機関を代表

する者」と、同条第２項第３号中「市長名」

とあるのは「当該機関名」と読み替えるもの

とする。 

公表を要するものにこれを準用する。ただし、

第２条中「市長」とあるのは「当該機関また

は当該機関を代表する者」と読み替えるもの

とする。 

２ 第２条第２項及び前条第１項の規定は、市

の機関の定める規程（前項の規則を除く。）

で公表を要するものについて準用する。この

場合において、第２条第２項第３号及び前条

第１項中「市長名」とあるのは「当該機関名」

と、同項中「市長印」とあるのは「当該機関

印」と読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、市の機関の定める規程で公

表を要するものにこれを準用する。ただし、

同条第１項中「市長名」とあるのは「当該機

関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」

と読み替えるものとする。 

（施行期日の特例）  

第６条 町田市規則、前条第１項の規則並びに

第４条第１項及び前条第２項の規程は、それ

ぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日

を定めることができる。 

第６条 規則または市の機関の定める規則若し

くは規程は、それぞれ当該規則または規程を

もって特に施行期日を定めることができる。 

 

（町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 町田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３３年２月町田市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当及び勤勉手当の一時差止め） （期末手当及び勤勉手当の一時差止め） 

第１８条の３ 略 第１８条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の

通知をする場合において、当該一時差止処分

を受けるべき者の所在が知れないときは、通

知をすべき内容を記録した電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）を町田市公告式条

例（昭和３３年２月町田市条例第３号）第２

条第２項のウェブサイトに掲載するととも

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の

通知をする場合において、当該一時差止処分

を受けるべき者の所在が知れないときは、通

知をすべき内容を町田市公告式条例（昭和３

３年２月町田市条例第３号）第２条第２項に

規定する掲示場に掲示することをもって通知

に代えることができる。この場合においては、

その掲示した日から起算して２週間を経過し

た日に、通知が当該一時差止処分を受けるべ

き者に到達したものとみなす。 
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に、当該通知をすべき内容を記載した書面を

同項の掲示場に掲示する措置をとることをも

って通知に代えることができる。この場合に

おいては、当該措置を開始した日から起算し

て２週間を経過した日に、通知が当該一時差

止処分を受けるべき者に到達したものとみな

す。 

４～８ 略 ４～８ 略  

（町田市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 町田市職員退職手当支給条例（昭和３３年２月町田市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当

の支給制限） 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当

の支給制限） 

第１５条 略 第１５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、前項の規定による通知をする場合

において、当該処分を受けるべき者の所在が

知れないときは、当該処分の内容を記録した

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）

を町田市公告式条例（昭和３３年２月町田市

条例第３号）第２条第２項のウェブサイトに

掲載するとともに、当該処分の内容を記載し

た書面を同項の掲示場に掲示する措置をとる

ことをもって通知に代えることができる。こ

の場合においては、当該措置を開始した日か

ら起算して２週間を経過した日に、通知が当

該処分を受けるべき者に到達したものとみな

す。 

３ 市長は、前項の規定による通知をする場合

において、当該処分を受けるべき者の所在が

知れないときは、当該処分の内容を町田市公

告式条例（昭和３３年２月町田市条例第３号）

第２条第２項に規定する掲示場に掲示するこ

とをもって通知に代えることができる。この

場合においては、その掲示した日から起算し

て２週間を経過した日に、通知が当該処分を

受けるべき者に到達したものとみなす。 

（町田市立公園条例の一部改正） 

第４条 町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のよ
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うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
 

改正後 改正前 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） （工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第３８条 法第２７条第５項の規定による公示

は、前条各号に掲げる事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）を町田

市公告式条例（昭和３３年２月町田市条例第

３号）第２条第２項のウェブサイトに掲載し、

又は当該事項を記載した書面を同項の掲示場

に掲示する方法により行うものとする。この

場合において、公示の期間は、その掲載又は

掲示を開始した日から起算して２週間とす

る。 

第３８条 法第２７条第５項の規定による公示

は、次に掲げる方法により行うものとする。 

 （１）前条各号に掲げる事項を、保管を始めた

日から起算して１４日間、規則で定める場

所に掲示すること。 

 （２）前号の規定による掲示に係る工作物等の

うち特に貴重と認められるものについて

は、同号に規定する掲示の期間が満了して

も、なお当該工作物等の所有者、占有者そ

の他当該工作物等について権原を有する者

（第４１条において「所有者等」という。）

の氏名及び住所を知ることができないとき

は、その掲示の要旨を町田市広報に掲載す

ること。 

２ 工作物等が特に貴重なものである場合にお

いて、前項後段に規定する期間が満了しても、

なお当該工作物等の所有者、占有者その他当

該工作物等について権原を有する者（第４１

条において「所有者等」という。）の氏名及び

住所を確知することができないときは、同項

の公示の要旨を町田市広報に掲載するものと

する。 

 

３ 市長は、第１項に規定する方法による公示 ２ 市長は、前項に規定する方法による公示を
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を行うとともに、規則で定める保管工作物等

の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、か

つ、これを関係者に閲覧させるものとする。 

行うとともに、規則で定める保管工作物等の

一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、

これを関係者に閲覧させるものとする。 

（町田市行政手続条例の一部改正） 

第５条 町田市行政手続条例（平成８年１２月町田市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、

聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい

て、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければ

ならない。 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、

聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい

て、不利益処分の名あて人となるべき者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

２ 略 ２ 略 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、公示の方法によって

行うことができる。 

３ 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべ

き者の所在が判明しない場合においては、第

１項の規定による通知を、その者の氏名、同

項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書

面をいつでもその者に交付する旨を当該行政

庁の事務所の掲示場に掲示することによって

行うことができる。この場合においては、掲

示を始めた日から２週間を経過したときに、

当該通知がその者に到達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処

分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁

が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨（以下この項にお

いて「公示事項」という。）を記録した電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。第３４
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条第４項第２号において同じ。）を町田市公

告式条例（昭和３３年２月町田市条例第３号）

第２条第２項のウェブサイトに掲載するとと

もに、公示事項を記載した書面を同項の掲示

場に掲示する措置をとることによって行うも

のとする。この場合においては、当該措置を

開始した日から２週間を経過したときに、当

該通知がその者に到達したものとみなす。 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第４項後段の規定により当該通知が到達した

ものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第３項後段の規定により当該通知が到達した

ものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２～４ 略 ２～４ 略 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 略 第２２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項

本文の場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方法につ

いて準用する。この場合において、同条第３

項及び第４項中「不利益処分の名宛人となる

べき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、

同項中「とき」とあるのは「とき（同一の当

事者又は参加人に対する２回目以降の通知に

あっては、当該措置を開始した日の翌日）」

と読み替えるものとする。 

３ 第１５条第３項の規定は、前項本文の場合

において、当事者又は参加人の所在が判明し

ないときにおける通知の方法について準用す

る。この場合において、同条第３項中「不利

益処分の名あて人となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日

から２週間を経過したとき」とあるのは「掲

示を始めた日から２週間を経過したとき（同

一の当事者又は参加人に対する２回目以降の

通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」

と読み替えるものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに第

１６条の規定は、弁明の機会の付与について

準用する。この場合において、第１５条第３

項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、同

条第４項中「第１項第３号及び第４号」とあ

るのは「第２８条第３号」と、第１６条第１

項中「前条第１項」とあるのは「第２８条」

と、「同条第４項後段」とあるのは「第２９

条において準用する第１５条第４項後段」と

第２９条 第１５条第３項及び第１６条の規定

は、弁明の機会の付与について準用する。こ

の場合において、第１５条第３項中「第１項」

とあるのは「第２８条」と、「同項第３号及

び第４号」とあるのは「同条第３号」と、第

１６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第

２８条」と、「同条第３項後段」とあるのは

「第２９条において準用する第１５条第３項

後段」と読み替えるものとする。 
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読み替えるものとする。 

（行政指導の方式） （行政指導の方式） 

第３４条 略 第３４条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前項の規定は、次に掲げる行政指導につい

ては、適用しない。 

４ 前項の規定は、次に掲げる行政指導につい

ては、適用しない。 

（１）略 （１）略 

（２）既に文書（前項の書面を含む。）又は電磁

的記録によりその相手方に通知されている

事項と同一の内容を求めるもの 

（２）既に文書（前項の書面を含む。）又は電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをい

う。）によりその相手方に通知されている

事項と同一の内容を求めるもの 
 

（町田市屋外広告物条例の一部改正） 

第６条 町田市屋外広告物条例（令和６年３月町田市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（屋外広告物等を保管した場合の公示） （屋外広告物等を保管した場合の公示） 

第３５条 略 第３５条 略 

２ 法第８条第２項の規定による公示は、前項

各号に掲げる事項を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）を町田市公告式

条例（昭和３３年２月町田市条例第３号）第

２条第２項のウェブサイトに掲載し、又は当

該事項を記載した書面を同項の掲示場に掲示

する方法により行うものとする。この場合に

おいて、公示の期間は、その掲載又は掲示を

開始した日から起算して２週間（法第７条第

４項の規定により除却された屋外広告物等に

あっては、２日間）とする。 

２ 法第８条第２項の規定による公示は、次に

掲げる方法により行わなければならない。 

 （１）前項各号に掲げる事項を、公示の日から
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２週間（法第７条第４項の規定により除却

された屋外広告物等にあっては、２日間）、

町田市公告式条例（昭和３３年２月町田市

条例第３号）第２条第２項に規定する掲示

場に掲示すること。 

 （２）法第８条第３項第２号に規定する特に貴

重な屋外広告物等について、前号に規定す

る期間が満了しても、なお当該屋外広告物

等の所有者等の氏名、住所等（法人にあっ

ては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の

所在地等）を確知することができないとき

は、その掲示の要旨を第３８条第２号に定

める期間を経過する日まで、市のホームペ

ージに掲載しなければならない。 

３ 法第８条第３項第２号に規定する特に貴重

な屋外広告物等について、前項後段に規定す

る期間が満了しても、なお当該屋外広告物等

の所有者等の氏名、住所等（法人にあっては、

名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地

等）を確知することができないときは、公示

の日から起算して３月の間（その期間内に確

知することができた場合にあっては、その確

知した日まで）、同項の規定によるウェブサ

イトへの掲載を行うものとする。 

 

４ 市長は、前２項に規定する方法による公示

を行うとともに、保管物件一覧表を規則で定

める場所に備え付け、かつ、これを関係者に

自由に閲覧させなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する方法による公示を

行うとともに、保管物件一覧表を規則で定め

る場所に備え付け、かつ、これを関係者に自

由に閲覧させなければならない。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年６月１日から施行する。 

（町田市公告式条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市公告式条例の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に行う公布及び公表について適用し、施行日前に行った公

布及び公表については、なお従前の例による。 

（町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
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３ この条例による改正後の町田市一般職の職員の給与に関する条例第１８条の３第

３項の規定は、施行日以後に通知に係る措置を行う場合について適用し、施行日前

に措置を行った場合は、なお従前の例による。 

（町田市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例による改正後の町田市職員退職手当支給条例第１５条第３項（第１６条

第１０項及び第１７条第５項において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後

に通知に係る措置を行う場合について適用し、施行日前に措置を行った場合は、な

お従前の例による。 

（町田市立公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例による改正後の町田市立公園条例第３８条の規定は、施行日以後に行う

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２７条第５項の規定による公示について

適用し、施行日前に行った同項の規定による公示については、なお従前の例による。 

（町田市行政手続条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ この条例による改正後の町田市行政手続条例第１５条第３項及び第４項（これら

の規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後

にする公示について適用し、施行日前にした公示については、なお従前の例による。 

（町田市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ この条例による改正後の町田市屋外広告物条例第３５条の規定は、施行日以後に

行う屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定による公示に

ついて適用し、施行日前に行った同項の規定による公示については、なお従前の例

による。 
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